
議
第
百
十
八
号

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
八
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（
岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二

心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
認
定
関
係
事
務
を
適
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る

者
第
十
二
条
第
三
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
禁
錮
」
を
「
禁

こ

錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
年
金
の
受
領
及
び
管
理
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
九
条
第
五
項
中
「
い
た
つ
た
」
を
「
至
つ
た
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条

－1－
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第
六
項
第
一
号
中
「
い
た
つ
た
」
を
「
至
つ
た
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
四
条
第
四
号
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

心
身
の
故
障
に
よ
り
使
用
済
金
属
類
取
引
業
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し

て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

（
岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

第
五
条
第
七
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第

七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

心
身
の
故
障
に
よ
り
風
俗
案
内
業
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の

第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四

心
身
の
故
障
に
よ
り
管
理
者
の
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の

（
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

（
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例

第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。
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第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。

こ

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
五
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
従
い
」
を
「
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
七

項
中
「
当
該
各
項
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号

に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
「
は
、
当
該
各
項
の
」
を
「
に
、

そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
各
号
」
に
、
「
場
合
に
は
」
を
「
と
き
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
。
以
下
本

条
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
者
」
の
下
に
「
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
項
中
「
及
び
前
二
項
」
を
「
並
び
に
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
庁
の
行
為
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
の
規
定

に
基
づ
き
行
わ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
及
び
当
該
規
定
に
よ
り
生
じ
た
失
職
の
効
力
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

施
行
日
前
に
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭



和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
旧
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し

て
旧
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員
に
係
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

に
関
す
る
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
二
号
（
同
条
例
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び

第
二
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
イ
並

び
に
第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

提

案

説

明

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
鑑
み
、
成
年
被
後
見
人
等
に
係
る
欠
格
条
項
を
削
除
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す

る
。
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